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はじめに 

 
 今回、審査概況の確認とその検証を行ったのは、平成 30 年度「新学術領域研究（研

究領域提案型）」に関する審査である。 
 「新学術領域研究（研究領域提案型）」の審査は、新規の研究領域及びその研究領域を

構成する「計画研究」の審査と、継続の研究領域の「公募研究」の審査に分けられる。 
新規の研究領域については、198 件の応募研究領域が対象である。 
また、継続の研究領域については、平成 27 年度に設定された 20 研究領域及び平成

29 年度に設定された 20 研究領域に係る「公募研究」の応募研究課題が対象である。 
 
 
（注）文中に使用する用語は以下のとおり要約し、一般的な呼称等を活用して表記している。 
 
・新学術領域研究（研究領域提案型）の領域代表者 →「領域代表者」 
・新学術領域研究（研究領域提案型）に係る研究領域 →「研究領域」 
・「研究領域」を構成する計画研究の研究代表者→「計画研究代表者」 
・「研究領域」を構成する研究課題（計画研究・公募研究） →「研究課題」 
・応募時に提出する「研究領域」の計画調書 →「領域計画書」 
・研究課題の研究計画調書 →「計画調書」 
・科学技術・学術審議会学術分科会科学研究費補助金審査部会 →「審査部会」 
・新規の研究領域の審査を担当する「人文・社会系委員会」、「理工系委員会」、 

「生物系委員会」及び「複合領域委員会」 →「各系委員会」 
・継続の研究領域の審査を担当する委員会 →「専門委員会」 
・「各系委員会」、「専門委員会」又は審査意見者作成者が行う審査に係る調査（採択候補研究領域・研 
究課題の選定全般）→「審査」 

・「各系委員会」、「専門委員会」を構成する審査委員 →「評価者」 
・「評価者」が審査関係資料を基に個別に行う審査 →「書面審査」 
・「各系委員会」、「専門委員会」が「書面審査」、「ヒアリング」の結果を踏まえて行う合議による採択 

候補研究課題の選定 →「合議審査」 
・日本学術振興会科研費電子申請システム →「電子申請システム」 
 
・科学研究費助成事業における評価に関する規程 →「評価規程」 
・科学研究費助成事業「新学術領域研究」の審査要綱 →「審査要綱」 
・「審査要綱」の「Ⅱ審査方法 (2)継続中の研究領域」中、 

公募研究の書面審査の際「評価の際「問題がある」又は「不十分である」と判断した項目（所見）」
→「定型所見」 

・科研費改革に関する作業部会 →「作業部会」 
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○ 新規の研究領域 
 
Ⅰ 審査概況 

 
１ 応募書類の受付 

   応募書類は、「電子申請システム」を活用して受け付けており、次のとおり二段階

に分けて受理した。 
①  「領域計画書」は、領域代表者（研究組織及び経費欄の一部は各計画研究代

表者が入力）が平成 29 年 11 月 8 日までに提出（送信）完了したものを受理。 
② 「計画調書」は、ヒアリング対象となった研究領域について、当該研究領域

を構成する計画研究代表者が各自作成し、領域代表者が取りまとめて平成 30
年 3 月 14 日までに提出（送信）完了したものを受理。 

  また、領域代表者には、「領域計画書」の提出に当たり、研究計画の内容に照らし、

審査を希望する区分を以下のとおり「人文・社会系」、「理工系」、「生物系」、「複合

領域」の中から必ず一つ選択することを求めた。 
 
・人文・社会系 
・理工系 
・生物系 
・複合領域・・・上記の「系」の二つ以上にまたがるもの（一つの系を主とする

ものは除く。） 
 
２ 審査体制 

審査は、「科学研究費補助金における評価に関する委員会の設置について」（平成

21 年 3 月 23 日研究振興局長決定）に基づき置かれる委員会において、「評価規程」

に則り、過去の応募状況や各評価者の専門性等を勘案した評価者により構成した、

人文・社会系委員会（17 名）、理工系委員会（24 名）、生物系委員会（24 名）、複

合領域委員会（24 名）で実施した。 

   なお、合議審査に当たっては、前述の「審査希望区分」に応じ、次のように担当

する委員会を定めている。 
 

審査希望区分 委員会名 
人文・社会系 人文・社会系委員会 
理工系 理工系委員会 
生物系 生物系委員会 
複合領域 複合領域委員会 
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ヒアリング対象研究領域については、関連分野に精通する研究者（評価者以外の

者、１領域当たり３名）に対し「領域計画書」及び「計画調書」に関する審査意見

書の作成を依頼した。 
 

３ 審査方法 

審査は、おおむね次の手順で進めた。 

①  領域計画書の書面審査（平成 29 年 12 月上旬～平成 30 年 1 月下旬） 
   各系委員会を構成する評価者が「領域計画書」を基に、書面審査を実施した。

人文・社会系委員会については評価者全員が申請のあった全件を、理工系委員会、

生物系委員会、複合領域委員会については、評価者の負担軽減を図る観点から、

審査希望区分の申請数に応じて分担して実施した。 
各評価者は領域計画書ごとに、研究領域の審査に当たっての着目点の６項目

（「領域の妥当性」ほか）に対して絶対評価による４段階の評点及び審査意見、ま

た、「研究経費の妥当性」について絶対評価による２段階の評点及び審査意見を付

した上で、それらの評価結果に基づき「総合評点」として相対評価による４段階

の評点を付した。 
  ② 合議によるヒアリング対象研究領域の選定（平成 30 年 2 月中旬） 
    ヒアリング対象研究領域は、各系委員会を構成する評価者が一堂に会し合議に

より選定することとなっており、各系委員会における書面審査結果を集計し、そ

の内容を踏まえながら合議によりヒアリング対象研究領域を選定した。 
    なお、ヒアリング対象研究領域数は、各系委員会における採択予定件数の倍数

程度を目安として選定した。 
③ 審査意見書の作成（平成 30 年 3 月下旬～4 月中旬） 

ヒアリング対象研究領域については、各系委員会において採択候補研究領域及び

当該研究領域の計画研究の採択候補研究課題を選定する際の資料とするため、「領

域計画書」及び「計画調書」に関する審査意見書を作成することとなっており、審

査意見書作成者は、審査要綱の規定に則り「ヒアリング対象研究領域ごとに学術調

査官が推薦する関連分野に精通する研究者」の中から主査が 3 人を選考した。 
④ 領域計画書及び計画調書の書面審査（平成 30 年 3 月下旬～5 月中旬） 

    各系委員会を構成する評価者は、「審査意見書」を参照しながら「領域計画書」

及び「計画調書」に係る書面審査を実施した。 
この段階の書面審査は、ヒアリングの実施に向け研究領域を構成する各研究課

題の「計画調書」の内容の精査に力点を置いたものである。なお、効率的にヒア

リングを進めるため、書面審査において評価者から「事前質問事項」が付された

場合には、精選した上で事前に応募者へ通知し、ヒアリング時に説明を求めた。 
⑤ ヒアリングの実施（平成 30 年 5 月下旬～6 月上旬） 

各系委員会において、評価者が一堂に会し、「領域計画書」、「計画調書」、「審査

意見書」及び「プレゼンテーション資料」を基にヒアリングを実施した。また、
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過去に採択された「特定領域研究」や「新学術領域研究」の研究領域等を基に、

更なる発展を目指して提案されている研究領域については、その基となる研究領

域等の概要及び評価における所見等を「補足資料」として準備した。 
ヒアリングにおいては、各研究領域としての研究内容から研究領域を構成する

各研究課題の研究内容に至るまで、様々な観点で質疑が行われた。 
なお、ヒアリングの実施日数は、人文・社会系委員会１日、理工系委員会２日、

生物系委員会１日、複合領域委員会２日である。 
 

 
（参考：科学研究費助成事業「新学術領域研究」の審査要綱（抜粋）） 
 
【ヒアリングの進め方（時間配分の目安）】 
時間配分は、以下を目安とするが、質疑応答等のためにやむを得ない場合は、主査の判断に

より必要な範囲で増減することができる。 
    ・領域代表者等から応募研究領域の説明             １５分    
    ・質疑応答                          ２０分   ４０分 
    ・審議及びコメントの記載                     ５分    
 

 
  ⑥ 採択候補研究領域及び採択候補研究課題の選定 

各系委員会において、ヒアリング終了後、合議により採択候補研究領域及び採

択候補研究課題を選定した。 
本年度の採択候補研究領域数は次のとおりである。 

 

委員会名 
応募件数 

（計画研究数） 

ヒアリング 
研究領域数 

（計画研究数） 

採択候補 
件数 

（計画研究数） 
人文・社会系委員会 10 件 

（69 課題） 
2 件 

（12 課題） 
1 件 

（7 課題） 
理工系委員会 76 件 

（669 課題） 
16 件 

（132 課題） 
7 件 

（56 課題） 
生物系委員会 40 件 

（382 課題） 
9 件 

（87 課題） 
3 件 

（27 課題） 
複合領域委員会 72 件 

（616 課題） 
17 件 

（164 課題） 
7 件 

（64 課題） 
計 198 件 

（1,736 課題） 
44 件 

（395 課題） 
18 件 

（154 課題） 
 

４ 昨年度評価者から寄せられた意見等への対応について 

  昨年度、評価者から寄せられた意見等については、今回の審査において次のよう

に対応し改善を図った。 
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（意見等） 

総括班の研究計画調書について、公募要領では「実際に研究を行わない組織」と

されているが、研究計画調書の様式が他の計画研究の研究計画調書の様式と同じ

ため、領域代表者が研究内容を記載してしまい、「総括班」の領域全体の運営等

の内容の記載が不十分となっているケースが散見される。総括班の様式について、

このような記載の誤りを防ぐための改善が望まれる。 

 

（意見等） 

応募領域のうち、ヒアリング領域において、総括班及び領域代表者が研究代表者

となっている計画研究について、研究計画調書の様式を取り違えて電子申請シス

テムに提出してしまった事案が発生した。このような誤りを予防するための改善

が望まれる。 

 

（対応等） 

前述の２件の意見について、平成 30 年度公募より総括班の研究計画調書の添付

ファイル項目を新しく作成した。それにより、総括班の目的、計画・方法等につ

いて、より詳しく記載が出来るよう改善を図った。 

あわせて、総括班と計画研究の様式の取り違えを防ぐため、総括班と計画研究の

調書の様式で、それぞれ異なる最大・最小のページ数の設定を行い電子申請シス

テム上での制御をかけた。 

 

   

Ⅱ 「審査」に対する検証結果 

 
１ 「応募書類の受付」について 

本研究種目では、他の研究種目にない取組として、応募書類を二段階に分けて提

出（最初に「領域計画書」のみを提出し、その後、ヒアリング対象研究領域のみが

計画研究の「計画調書」を提出）することとしている。これにより、ヒアリング対

象研究領域選定までの評価者の審査負担が軽減され、また、応募者側にとっても、

ヒアリング対象研究領域に選定された後、計画研究の「計画調書」を提出すること

になるため、「領域計画書」の内容と齟齬
そ ご

のない範囲で、最新の研究費の受給状況や

業績を記載することが可能となり、全体的に効率的な審査を実施している。 
 

２ 「審査体制」について 

審査は、各系委員会において「審査要綱」に則って進められ、評価者は、過去の

応募状況や評価者の専門性等を勘案して、様々な専門分野から構成されている。ま

た、審査希望区分に即した審査体制（委員構成等）の構築が図られており、多様な
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応募内容に適切に対応できる体制が整備されている。 
さらに、各系委員会の評価者選考後に、新規の評価者を対象とした全系合同の説

明会を実施し、本研究種目の趣旨・目的や審査方法等に対する共通理解を深める場

を設けた上で、審査を開始している。 

 
３ 「審査方法」について 

各系委員会による審査は、同一の評価者が「書面審査」及び「ヒアリング審査」

を一貫して実施している。 
「領域計画書」の書面審査について、人文・社会系委員会については、評価者全

員が全件の書面審査を行った。「理工系」、「生物系」、「複合領域」においては、評価

者の負担軽減を図るため、申請数に応じて評価者が分担して審査を実施した。各系

委員会において、十分な審査時間を確保し、審査に当たっての着目点に応じた精緻

な審査意見により、合議審査ではより深い議論につながった。 
さらに、これに加えて研究領域の審査に当たっての着目点ごとに絶対評価に基づ

く４段階の評点を付し、応募者に対して審査結果の所見のよりきめ細やかなフィー

ドバックを行った。 
一方で、ヒアリング対象研究領域の選定後の「領域計画書」及び「計画調書」に係

る書面審査については、昨年度同様、各系委員会の評価者がそれぞれ全件を審査した。

系によっては評価者一人当たりの「計画調書」の書面審査数が 200 件近くに及んでい

ることから、評価者の負担軽減のための検討が望まれる。 
 
ヒアリング審査においては、領域代表者からの説明後、研究内容に関する質問は

もとより、当該領域設定の必要性、計画研究・公募研究の果たす役割、若手研究者

育成への取組等、様々な観点から質疑応答が行われている。書面審査における「事

前質問事項」への回答をプレゼンテーション資料における説明の中に加えるように

求めた、より効果的・効率的な質疑応答を実施した。 
特に、複合領域委員会では、人文・社会系、理工系、生物系の複数にわたる幅広

い専門分野の委員構成となっていることに鑑み、領域代表者からの説明の冒頭に、

当該領域の発足により、どのようなブレークスルーがもたらされるのか（具体的に

何が変わるのか、進歩するのか）を簡潔に分かりやすく説明することを求めたこと

で、領域代表者の説明に工夫がみられ、各研究領域の応募内容について理解を深め

ることができた。 
 
その後の審議においては、応募領域に専門がより近い評価者である２名の担当委

員を中心に評価者全員で忌憚
たん

のない意見交換が行われた上で各評価者が評点を付し

ており、各研究領域について十分な議論が行われている。様々な分野の評価者が参

画する審査において、当該審査方法はおおむね有効に機能していると考えられる。 
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科学技術・学術審議会学術分科会が平成 27 年１月 27 日にまとめた「学術研究の

総合的な推進方策について（最終報告）」においては、学術研究の現代的要請である

「挑戦性、総合性、融合性、国際性」に着目しつつ、学術研究の多様性を進化させ、

卓越した知の創出力を強化し、学術研究の本来的な役割を最大限果たせるようにす

ることが要請されており、異分野融合により、新たな学術領域を創出・発展させる

ことがますます重要となっている。 
引き続き、「新学術領域研究（研究領域提案型）」のこれまでの成果、審査経験と

我が国の学術動向を踏まえつつ、より新学術領域に相応しい提案をエンカレッジす

る視点から、審査方法等の更なる改善・充実を図ることが必要である。 
 

４ その他 

従前より、府省共通研究開発管理システム（e-Rad）を活用し、不合理な重複や過

度の集中の確認を徹底している。各系委員会の評価者がヒアリング実施前に行う計

画研究の書面審査の際にも、この確認を行い、可能性があると指摘された計画研究

については、ヒアリングの際に確認するなど充実を図っている。 

 

 

Ⅲ 審査に関して寄せられた主な意見等 

 

評価者からは、審査に関して様々な意見等が寄せられており、主なものとしては次

のことが挙げられる。 

 

○複合領域は「「人文・社会系」「理工系」「生物系」の系のうち、二つ以上にまたが

るもの」であるが、異分野の研究を無理に融合させたような領域計画が目立つ。領

域のメンバーに素晴らしい業績を持つ研究者を入れて共同研究を行えば、良い研究

成果が得られると思われるが、それぞれの計画研究が個別研究となってしまう可能

性もある。新学術領域として、「異分野融合」の在り方を検討していく必要がある。 

○過去の特定領域・新学術領域研究からの発展としての応募が多くなっているが、こ

れにより既存領域の後継領域が指定席のようになってしまい、「既存の学問分野の

枠に収まらない振興・融合領域の創生を目指す」純粋な新規領域が採択となる機会

を制限しているのではないか、また、後継領域として応募する場合、前領域と同一

の領域代表者が応募しているものも多く、後進の研究者の育成や分野全体の発展の

ため、領域代表者等の世代交代を図ることが望ましい。 

○平成 29 年度終了領域（平成 30 年度が事後評価の対象年度となっている）の後継領

域について、事後評価を受ける前に継続して応募をしている領域がある。これにつ

いては、事後評価を受け、その所見の内容を確認した上で次年度に応募をした方が、

より良い領域の形成につながるのではないか。 
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科学技術・学術審議会学術分科会研究費部会が平成 28 年 12 月 20 日にまとめた

「科研費による挑戦的な研究に対する支援強化について」において、「新学術領域

研究（研究領域提案型）」については、「平成 30 年度の審査システムの見直し及び

本報告書の提言、効果等を踏まえて見直しの具体化を図っていく必要がある」と提

言されている。このため、今回の審査概況とその検証結果についても、本種目の見

直しを行っている作業部会において検討し、その見直しに反映していくことが求め

られる。 
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○ 継続の研究領域 
 
Ⅰ 審査概況 

 

 １ 応募書類の受付 

応募書類は、「電子申請システム」を活用して受け付けており、平成 29 年 11 月 8
日までに計画調書の提出（送信）が完了したものを受理した。 
受理した計画調書については、応募情報を電算処理した上で、同年 12 月上旬ま

でに審査資料として印刷、製本等を行った。 
 
 ２ 審査体制 

審査は、「科学研究費補助金における評価に関する委員会の設置について」(平成

21 年 3 月 23 日研究振興局長決定)に基づき置かれる専門委員会において、「評価規

程」及び「審査要綱」に則って実施した。 

専門委員会は、研究領域ごとに設置し、それぞれ 8 人の評価者で構成することと

している。評価者は、当該研究領域の意向を適切に反映しつつ、公平・公正な審査

を担保する観点から、当該研究領域を構成する研究者（領域代表者等 3 名）と外部

の研究者（5 名）で構成されている。 
  

 ３ 審査方法 

 (1) 書面審査の手順 

書面審査は 12 月上旬から開始し、平成 30 年 1 月 22 日までに終了した。また、

全ての研究課題について３人の評価者による審査が行われるようにした。 
    なお、評価者が利害関係者に該当する場合には、平成 29 年 12 月 22 日までに

申し出ることとし、当該研究課題については、同じ専門委員会に属する他の評価

者が審査を行った。 

 
 (2) 書面審査の状況 

「公募研究」の書面審査においては、各評価者が研究課題ごとに、審査に当た

っての着目点を踏まえ、4 項目の「評定要素」（「研究目的の独創性、妥当性」ほ

か）ごとに絶対評価による 4 段階の評点を付すとともに、「公募要領に示された

領域の研究概要との整合性」について絶対評価による 3 段階の評点を付した上で、

それらの評価結果に基づき「総合評点」として相対評価による 5 段階の評点を付

した。 
また、あらかじめ領域代表者が作成した「領域代表者の立場から見た公募研究

への期待等」（必要に応じＡ4 判 1 枚以内で作成）を参考資料として配付できるこ

ととしており、今回は、「公募研究」の審査が行われた 40 研究領域のうち 33 研
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究領域の領域代表者から本資料の提出があった。 
なお、この資料には公正な審査に影響を及ぼす可能性のある内容については、

「記載することができない内容」として明記し、注意を促している。 
      

【記載することができない内容】 
▲ 特定の研究者、研究課題を指して有利（不利）に評価することを促すような内容。 
  （なお、「計画研究でカバーできていない「○△研究」については、領域の運営基盤を強化する観点で

はできるだけ考慮したい。」という程度であれば構わない。） 
▲ 領域全体又は研究項目当たりの採択希望数に関する内容。 
  （なお、「各研究項目に理論研究者を最低１名は加えたい。」という程度であれば構わない。） 
▲ その他、「公募要領に記載の研究概要と整合しない内容」あるいは「公募要領に記載の研究概要では読

み取ることが著しく困難な内容」など、書面審査の公正さを歪めてしまうおそれのある内容。 
 

また、書面審査時に「定型所見」を選択することとしているが、当該定型所見

は、合議審査及び審査結果開示の際に活用した。 
 

(3) 合議審査の状況 

    合議審査は、書面審査の結果を集計した上で実施しており、平成 30 年 2 月 6 日

から 3 月 16 日までの間に各専門委員会で行った。 
       合議審査では、あらかじめ審査部会で決定した「配分を行う額の上限」を超えな

いよう、「採択予定件数」を目安として採択課題を決定した。 
その際、基本的に評価者全員で審査を行うが、評価者が研究課題の利害関係者に

該当する場合、当該研究課題の審査には加わらないこととした。 
    合議審査では、書面審査の結果が高得点のものを自動的に採択するのではなく、

合議審査に参加した評価者全員により、評点に対する考え方、研究課題に対する所

見の内容等に関し活発な議論を行った上で、最終的に採択候補研究課題及び配分額

を決定した。 
なお、府省共通研究開発管理システム（e-Rad）を必要に応じて活用し、不合理な

重複や過度の集中の確認を徹底している。 
 
４ 昨年度評価者から寄せられた意見等への対応について 

従前より評価者から寄せられていた意見等について、今回の審査において対応し

改善を図った内容は以下のとおりである。 

（意見等） 

資料や審査の更なる電子化をお願いしたい。 

（対応） 

 専門委員会について、当日配付資料を一部電子化し、ペーパーレス端末を使用

した会議を実施した。使用頻度の高い審査結果をまとめた資料は紙、参考資料

については電子としたことで、委員の手元が煩雑にならず、合議審査をスムー

ズに進めることができた。 
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Ⅱ 「審査」に対する検証結果 

 
 １ 「応募書類の受付」について 

応募書類の受付については、電子申請システムを活用して行っており、研究機関

にとっては応募書類の提出に伴う事務手続の簡素化、文部科学省にとっては審査資

料の作成等の効率化に資するものであり、今後も電子申請システムの改善等に努め

ることが必要である。 
 
 ２ 「審査体制」について 

各専門委員会において、「審査要綱」に則り審査を実施した。 
あらかじめ各評価者が行う書面審査については、「電子申請システム」を通じて入

力することとしており、効率的に実施している。 
また、専門委員会の評価者の選考に際しては、若手研究者の登用に配慮している。

若い頃から科研費の審査に評価者として参加する経験は、自身とは背景の異なる研

究活動を展開している研究者の様々な考え方に触れる良い機会になるとともに、審

査の大変さを理解する上でも大変意義がある。特に、専門委員会は、研究分野の近

い比較的少人数の委員で構成され、書面審査と合議審査を経験することができるた

め、若手研究者が科研費の審査を経験する場として相応しく、その経験は将来的に

大型の研究費の評価者たりうる能力を身につける上で大いに役立つと考えられる。

ただし、若手研究者が議論に参加しやすくなるよう、合議審査時には主査を含む周

囲の評価者が配慮することも必要である。今後も引き続き、若手研究者の積極的登

用に配慮すべきである。 
 

３ 「審査方法」について 

専門委員会における審査は、委員会を構成する評価者による書面審査を経るとと

もに、その結果を踏まえて行う合議審査により適切に進められたものと考えられる。

あらかじめ領域代表者が作成し、書面審査の際に評価者に配付した「領域代表者の

立場から見た公募研究への期待等」は、審査の効率的、効果的な実施に役立ってい

ると考えられる。 

 
４ 「補欠研究課題の選定」等について 

  他の科研費との重複受給制限により年度途中に廃止される可能性がある公募研

究を採択する場合には、補欠研究課題の選定ができることとしているが、平成 26

年度採択分より、採択後の初年度において交付申請の辞退があった場合は、予算の

範囲内で補欠研究課題を充当できるものとし、あらかじめ、領域ごとに数件程度の

補欠課題を選定することができることとしている。補欠研究課題を選定できるケー

スを追加したことについては、辞退が生じた場合の領域推進への影響を少なくする

ことにつながり、おおむね評価者及び研究領域から好意的に受け止められている。 
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また、公募研究の見込み採択率（採択予定件数／応募件数）が高い研究領域につ

いては、新学術領域研究（研究領域提案型）において公募研究を取り入れている趣

旨及び領域間の経費配分の公平性等に鑑み、調整を行っている。今年度は、全体の

応募状況を踏まえ、見込み採択率が 50%を超えないよう採択予定件数の調整を図る

とともに、見込み採択率が低い領域については、予め選定した補欠研究課題の中か

ら１～２件程度追加採択することとした。これにより、領域間の経費配分において

一定の公平性が保たれたと考えられる。 

 
５ その他 

公募研究については、従前より「定型所見」による審査結果の開示を行っている。

このシステムは、審査の充実を図るとともに、評価者の負担をできるだけ軽減しつ

つ、可能な範囲で応募者への情報開示の充実を図るためのものであり、引き続き実

施していくことが必要である。 
一方、「定型所見」を超える審査結果所見の開示については、応募件数が多い領域

もあることから、現状においてはかなり難しい問題がある。具体的な審査結果所見

の開示を今後実現させるためには、書面審査時に評価者が作成する自由記述所見を

活用していくことが考えられるが、自由記述所見は、現在、各評価者が任意で記入

することとしており評価者により記入内容に差がある。個々の評価者のコメントを

基に専門委員会としての所見を作成することについては、評価者への負担の度合等

を考慮しながら、引き続き、慎重に検討していく必要がある。 
 

 

Ⅲ 審査に関して寄せられた主な意見等 

評価者からは、審査に関して様々な意見等が寄せられており、主なものとしては次

のことが挙げられる。 

  これらの意見等については、今後検討し、対応可能なものから改善していくことが

求められる。 

 ○電子申請システム上での課題の並びが調書番号順ではなく機関番号順となっていた

ため、調書番号順に並べ替えをしてほしい。 

 ○各課題の研究計画調書について、担当課題については電子申請システム上で電子媒

体を見ることができるが、その他の課題は冊子体でしか確認できないため、全ての

課題の調書について、電子媒体を閲覧できるようにしてほしい。 

 ○専門委員会での合議に当たり、各資料において審査担当者がすぐに分かるように

してほしい。 
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参考１ 

 

 
  

新学術領域研究専門委員会　　４０領域（平成２７年度発足２０領域、平成２９年度発足２０領域）

○人文・社会系（３領域）

○理工系（１５領域）

○生物系（１１領域）

○複合領域（１１領域）

複合領域委員会

学術研究支援基盤形成委員会

平成３０年度科学研究費助成事業審査機構図

人文・社会系委員会

理工系委員会

生物系委員会

　新学術領域研究専門委員会（４0領域：以下参照）

※　点線内は「科学研究費補助金における評価に関する委員会の設置について
　　（平成21年3月23日研究振興局長決定）」に基づき設置された委員会を示す。

・平成27年度発足領域 総合稲作文明学専門委員会

加速宇宙専門委員会 核マントル共進化専門委員会 中分子戦略専門委員会 太陽地球環境予測専門委員会

・平成29年度発足領域 顔・身体学専門委員会 和解学専門委員会

・平成27年度発足領域 トポ物質科学専門委員会 精密制御反応場専門委員会 ハイブリッド量子専門委員会 JPｈｙｓｉｃｓ専門委員会

・平成29年度発足領域 水惑星学専門委員会 材料離散幾何解析専門委員会 ソフトクリスタル専門委員会 分子夾雑化学専門委員会

重力波創世記専門委員会 化学コミュニ専門委員会 ハイブリッド触媒専門委員会

・平成27年度発足領域 リポクオリティ専門委員会 温度生物学専門委員会 染色体ＯＳ専門委員会 レゾナンスバイオ専門委員会

性スペクトラム専門委員会

・平成29年度発足領域 代謝統合オミクス専門委員会 進化制約方向性専門委員会 植物多能性幹細胞専門委員会 オルガネラゾーン専門委員会

３Ｄ形態ロジック専門委員会 環境記憶統合専門委員会

脳情報動態専門委員会 革新的光物質変換専門委員会

・平成27年度発足領域 システム癌新次元専門委員会 新海洋混合学専門委員会 オシロロジー専門委員会 宇宙に生きる専門委員会

・平成29年度発足領域 炎症細胞社会専門委員会 南極の海と氷床専門委員会 共創言語進化専門委員会 細胞ダイバース専門委員会

多元質感知専門委員会

科
学
技
術
・
学
術
審
議
会

学
術
分
科
会

科
学
研
究
費
補
助
金
審
査
部
会

新学術領域研究（研究領域提案型）の事前評価（以下「審査」という。）、

中間評価及び事後評価に関すること（専門委員会に関する事項を除
く。）のうち、人文・社会系に係るもの

研
究
費
部
会

研究費に係る事項を審議

（主に、科研費の制度等について審議）

研究費の配分のための審査及び評価

【評価する事項】

新学術領域研究（研究領域提案型）の審査、中間評価及び事後評価に

関すること（専門委員会に関する事項を除く。）のうち、理工系に係るも

の

新学術領域研究（研究領域提案型）の審査、中間評価及び事後評価に

関すること（専門委員会に関する事項を除く。）のうち、生物系に係るも
の

新学術領域研究（研究領域提案型）の審査、中間評価及び事後評価に

関すること（専門委員会に関する事項を除く。）のうち、上記の「系」の２
つ以上にまたがるもの

新学術領域研究（研究領域提案型）『学術研究支援基盤形成』の審査、

中間評価及び期末評価、フォローアップ、その他当該制度の運営等に

関すること
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参考２ 

平成３０年度「新学術領域研究（研究領域提案型）」の審査担当委員会の開催実績 

 

○新規の研究領域の審査に係る委員会の開催実績 

 

※新規の研究領域の応募件数・ヒアリング研究領域数・採択件数については５ページに記載。 

 

○継続の研究領域の審査に係る各専門委員会の開催実績 

 

 
 
 

委員会名 開催日

平成30年2月15日(木)

平成30年5月24日(木)

平成30年2月14日(水)

平成30年5月21日(月)、22日(火)

平成30年2月8日(木)

平成30年6月7日(木)

平成30年2月9日(金)

平成30年5月30日(水)、31日(木)

内容

ヒアリング対象研究領域の選定

採択候補研究領域等の選定

ヒアリング対象研究領域の選定

採択候補研究領域等の選定

ヒアリング対象研究領域の選定

採択候補研究領域等の選定

ヒアリング対象研究領域の選定

採択候補研究領域等の選定
人文・社会系委員会

理工系委員会

生物系委員会

複合領域委員会

領域番号 開催日 応募件数 採択件数

「レゾナンスバイオ」専門委員会 3704 平成30年2月6日(火) 81 27

「加速宇宙」専門委員会 2705 平成30年2月13日(火) 57 28

「材料離散幾何解析」専門委員会 2902 平成30年2月13日(火) 92 24

「システム癌新次元」専門委員会 4701 平成30年2月16日(金) 64 12

「共創言語進化」専門委員会 4903 平成30年2月16日(金) 87 33

「総合稲作文明学」専門委員会 1701 平成30年2月19日(月) 17 8

「温度生物学」専門委員会 3702 平成30年2月19日(月) 169 21

「細胞ダイバース」専門委員会 4904 平成30年2月20日(火) 149 13

「リポクオリティ」専門委員会 3701 平成30年2月21日(水) 171 16

「植物多能性幹細胞」専門委員会 3903 平成30年2月21日(水) 100 18

「ハイブリッド量子」専門委員会 2703 平成30年2月22日(木) 51 14

「炎症細胞社会」専門委員会 4901 平成30年2月22日(木) 225 18

「太陽地球環境予測」専門委員会 2708 平成30年2月23日(金) 36 17

「宇宙に生きる」専門委員会 4704 平成30年2月23日(金) 106 30

「多元質感知」専門委員会 4705 平成30年2月26日(月) 67 25

「新海洋混合学」専門委員会 4702 平成30年2月27日(火) 38 16

「南極の海と氷床」専門委員会 4902 平成30年2月27日(火) 14 6

「トポ物質科学」専門委員会 2701 平成30年2月28日(水) 62 18

「中分子戦略」専門委員会 2707 平成30年2月28日(水) 206 49

専門委員会名
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○継続の研究領域の審査に係る各専門委員会の開催実績（つづき） 

 
 
  

領域番号 開催日 応募件数 採択件数

「環境記憶統合」専門委員会 3706 平成30年3月1日(木) 78 19

「革新的光物質変換」専門委員会 4906 平成30年3月1日(木) 141 31

「オルガネラゾーン」専門委員会 3904 平成30年3月2日(金) 234 19

「オシロロジー」専門委員会 4703 平成30年3月2日(金) 120 25

「分子夾雑化学」専門委員会 2904 平成30年3月5日(月) 253 31

「JPhysics」専門委員会 2704 平成30年3月6日(火) 79 34

「染色体OS」専門委員会 3703 平成30年3月6日(火) 94 13

「性スペクトラム」専門委員会 3905 平成30年3月7日(水) 104 15

「進化制約方向性」専門委員会 3902 平成30年3月8日(木) 138 16

「顔・身体学」専門委員会 1901 平成30年3月9日(金) 55 23

1902 平成30年3月9日(金) 3 1

「重力波創世記」専門委員会 2905 平成30年3月12日(月) 63 29

「化学コミュニ」専門委員会 2906 平成30年3月12日(月) 170 33

「精密制御反応場」専門委員会 2702 平成30年3月13日(火) 192 45

「水惑星学」専門委員会 2901 平成30年3月13日(火) 40 14

「核マントル共進化」専門委員会 2706 平成30年3月14日(水) 19 9

「代謝統合オミクス」専門委員会 3901 平成30年3月14日(水) 125 14

「ソフトクリスタル」専門委員会 2903 平成30年3月15日(木) 244 31

「脳情報動態」専門委員会 4905 平成30年3月15日(木) 193 27

「ハイブリッド触媒」専門委員会 2907 平成30年3月16日(金) 186 22

「3D形態ロジック」専門委員会 3705 平成30年3月16日(金) 100 14

「和解学」専門委員会

専門委員会名
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参考３ 

 

①公募（平成２９年９月１日～１１月８日）

②事前の書面審査（１２月中旬～１月下旬）

③ヒアリング研究領域の選定（２月中旬）

④各計画研究の研究計画調書の提出（平成３０年３月１日～３月１４日）

⑤審査意見書の作成（３月下旬～４月中旬）

⑥計画研究を中心とした事前の書面審査（３月下旬～５月中旬）

⑦ヒアリングの実施及び採択候補研究領域・課題の選定（５月中旬～６月上旬）

⑧採択研究領域・課題の決定（平成３０年６月２６日）

「新学術領域研究（研究領域提案型）」における応募から採択決定までの主な流れ（概要）

「領域計画書」（20ページ程度）を領域代表者から電子申請システムにより提出
・応募者は、研究計画の内容に照らし、審査を希望する区分を「人文・社会系」「理工系」「生物系」「複合領域」
から必ず一つ選択

各系委員会において、事前の書面審査結果に基づき、合議によりヒアリング研究領域を選定
【2月8日（木）生物系、2月9日（金）複合領域、2月14日（水）理工系、2月15日（木）人文・社会系】

ヒアリング研究領域について、「各計画研究の研究計画調書」を、各計画研究の研究代表者から領域代表者に提出

し、領域代表者が内容を確認の上、電子申請システムにより提出
（既に入力済みの領域計画書及び各計画研究の研究計画調書のうち応募情報については修正不可）

審査意見書作成者は、「領域計画書」及び「各計画研究の研究計画調書」を基に、審査意見書を作成

各系委員会において、「領域計画書」「計画研究の研究計画調書」「審査意見書」「計画研究を中心とした事前の書
面審査結果」等を基にヒアリングを実施
【5月21日（月）～22日（火）理工系、5月24日（木）人文・社会系、5月30日（水）～31日（木）複合領域、 6月7日（木）生

物系】

各系委員会において、上記審査結果に基づき、合議により採択候補研究領域・課題を選定

科学研究費補助金審査部会において、各系委員会における審査結果を踏まえ、採択研究領域・課題を決定

各系委員会において、研究領域全体について「領域計画書」を基に事前の書面審査を実施

※研究組織及び経費欄の一部は各計画研究の研究代表者が入力し提出した応募情報が自動表示される。

各系委員会において、ヒアリング研究領域から提出された「各計画研究の研究計画調書」を基に、「審査意見書」を参

考にしつつ事前の書面審査を実施
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「新学術領域研究専門委員会」における審査の流れ（イメージ） 
 

 (1) 専門委員会に評価者を配置 

「○△研究領域専門委員会」（8人） 

（研究領域内評価者）Ａ、Ｂ、Ｃ 

（研究領域外評価者）Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ 
 
 

 (2) 各評価者が書面審査を実施 

当該研究領域に応募のあった研究課題ごとに 3人の評価者を割り振る。割り振

りに当たっては、評価者の専門性、審査担当件数等を考慮しながら行い、「利害関

係者」の申し出があった場合には、他の評価者に割り振りを変更する。 

    全ての研究課題について、3人ずつで書面審査を実施。 

   【評価者への研究項目ごとの割り振り例】 

（研究領域内評価者） Ａ →（研究項目）Ａ０１、Ａ０４  （計 75 件） 

Ｂ → Ａ０２           （計 35 件） 

Ｃ → Ａ０３           （計 40 件） 

（研究領域外評価者） Ｄ → Ａ０１、Ａ０３       （計 80 件） 

Ｅ → Ａ０１、Ａ０２       （計 75 件） 

   Ｆ → Ａ０３           （計 50 件） 

   Ｇ → Ａ０２、Ａ０４       （計 80 件） 

     Ｈ → Ａ０４           （計 55 件） 
 
 

 (3) 書面審査結果を集計し、その内容を踏まえながら合議審査を実施 

     合議審査は、原則として当該研究領域専門委員会を構成する評価者全員が一堂

に会して行う。また、合議審査に参加した評価者全員により、評点に対する考え

方、研究課題に対する所見の内容等に関し活発な議論が行われ、最終的に合議に

より採択候補研究課題を決定。 

「○△研究領域専門委員会」（8人） 

（研究領域内評価者）Ａ、Ｂ、Ｃ  

（研究領域外評価者）Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ ← うち 1人が司会役。 

 （集計した書面審査結果に基づく審査資料のイメージ（評点部分のみ）） 

                  評定要素                       研究概要 

              (a)  (b)  (c)  (d) 総合評点      との整合性 

応募者Ｌ（研究課題名）   344  344  344  444   445           ◎○◎ 

応募者Ｍ（研究課題名）   343  333  443  432   443           ○△△ 

応募者Ｎ（研究課題名）   332  333  233  332   332           ○○△ 
 

参考４ 
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